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長崎県では住宅確保要配慮者の多様なニーズに応えるため、上記登録基準を以下の通り緩和しています。
（※１） 床面積 ： 各戸25㎡以上 → 平成17年度以前に着工された住戸ついては18㎡以上（長崎市を除く）
（※２） シェアハウスの住宅全体の面積 ： 15㎡×居住人数+10㎡以上 → 13㎡×居住人数+10㎡以上
（※３） シェアハウスの専用居室面積 ： ９㎡以上 → ７㎡以上

(※１)

(※２)

(※３)



セーフティネッ

ト住宅を登録

するには、棟

単位で申請戸

数に応じて右

表の登録手数

料が必要です。

〇 制度や基準に関するお問い合わせ先

・長崎市内：長崎市住宅課（095－829－1189）

・佐世保市内：佐世保市住宅課（0956－37－6117）

・上記以外の場合：

長崎県土木部住宅課（095－894－3108

〇 長崎県内の居住支援法人

・㈱アイディールコミュニティケア 電話 095-894-7110

・社会福祉法人 南高愛隣会 電話 0957-36-3850

※県が指定した、居住支援を行う法人です。住宅探し、セーフ

ティネット住宅登録など、居住支援に関するお困り事があれば、

まずこちらへご相談ください。


